
議案第５９号 

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正

する条例の制定について 

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する

条例を次のように定める。 

平成３０年２月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

   さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正

する条例 

 （さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年

さいたま市条例第２６３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（適用の特例） （適用の特例） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

２ 市長は、第４条第１項ただし書（同条第２項又

 は第３項において準用する場合を含む。）、第５

 条第４項、第６条第５項第２号、第７条ただし書、

 第８条第１項ただし書及び第９条第３項による許

可をする場合においては、あらかじめ、さいたま

市建築審査会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、第４条第１項ただし書（同条第２項又

は第３項において準用する場合を含む。）、第５

条第４項、第６条第５項第２号、第７条ただし書

及び第８条第１項ただし書による許可をする場合

においては、あらかじめ、さいたま市建築審査会

の意見を聴かなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

別表第１（第３条、第９条関係） 別表第１（第３条、第９条関係） 

項 名称 区域

１ 皇山地区地区整備計画区域 ［略］

２ 大宮駅前桜木町地区地区整備計

画区域 

［略］

３ 土呂駅周辺地区地区整備計画区 ［略］

名称 区域

皇山地区地区整備計画区域 ［略］

大宮駅前桜木町地区地区整備計画区域 ［略］

土呂駅周辺地区地区整備計画区域 ［略］
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 域  

４ 東大宮駅周辺地区地区整備計画

区域 

［略］

５ 宮原駅東口周辺地区地区整備計

画区域 

［略］

６ ファミリータウン東大宮地区地

区整備計画区域 

［略］

７ 宮原駅西口周辺地区地区整備計

画区域 

［略］

８ 丸ケ崎地区地区整備計画区域 ［略］

９ アーバンみらい東大宮地区地区

整備計画区域 

［略］

１０ 大宮鐘塚地区地区整備計画区域 ［略］

１１ 土呂南地区地区整備計画区域 ［略］

１２ 島町地区地区整備計画区域 ［略］

１３ 吉敷町西地区地区整備計画区域 ［略］

１４ 別所・西宮下地区地区整備計画

区域 

［略］

１５ 南中丸山崎地区地区整備計画区

域 

［略］

１６ 北部拠点宮原地区地区整備計画

区域 

［略］

１７ 風渡野南地区地区整備計画区域 ［略］

１８ 大宮深作地区地区整備計画区域 ［略］

１９ 南浦和駅西口地区地区整備計画

区域 

［略］

２０ 浦和仲町２丁目地区地区整備計

画区域 

［略］

２１ 北与野駅南口西地区地区整備計

画区域 

［略］

２２ 後原中央東地区地区整備計画区

域 

［略］

２３ 浦和駅西口南第四地区地区整備

計画区域 

［略］

２４ 上木崎１丁目地区地区整備計画

区域 

［略］

２５ 浦和東部第二北地区地区整備計

画区域 

［略］

２６ 浦和東部第二中地区地区整備計

画区域 

［略］

２７ 浦和東部第二南地区地区整備計

画区域 

［略］

２８ 大宮駅東口駅前南地区地区整備

計画区域 

［略］

東大宮駅周辺地区地区整備計画区域 ［略］

宮原駅東口周辺地区地区整備計画区域 ［略］

ファミリータウン東大宮地区地区整備

計画区域 

［略］

宮原駅西口周辺地区地区整備計画区域 ［略］

丸ケ崎地区地区整備計画区域 ［略］

アーバンみらい東大宮地区地区整備計

画区域 

［略］

大宮鐘塚地区地区整備計画区域 ［略］

土呂南地区地区整備計画区域 ［略］

島町地区地区整備計画区域 ［略］

吉敷町西地区地区整備計画区域 ［略］

別所・西宮下地区地区整備計画区域 ［略］

南中丸山崎地区地区整備計画区域 ［略］

北部拠点宮原地区地区整備計画区域 ［略］

風渡野南地区地区整備計画区域 ［略］

大宮深作地区地区整備計画区域 ［略］

南浦和駅西口地区地区整備計画区域 ［略］

浦和仲町２丁目地区地区整備計画区域 ［略］

北与野駅南口西地区地区整備計画区域 ［略］

後原中央東地区地区整備計画区域 ［略］

浦和駅西口南第四地区地区整備計画区

域 

［略］

上木崎１丁目地区地区整備計画区域 ［略］

浦和東部第二北地区地区整備計画区域 ［略］

浦和東部第二中地区地区整備計画区域 ［略］

浦和東部第二南地区地区整備計画区域 ［略］

大宮駅東口駅前南地区地区整備計画区

域 

［略］
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２９ 宮原団地地区地区整備計画区域 ［略］

３０ 大宮駅西口第四地区地区整備計

画区域 

［略］

３１ 大原１丁目弁天下地区地区整備

計画区域 

［略］

３２ 武蔵浦和駅第８―１街区地区整

備計画区域 

［略］

３３ 江川地区地区整備計画区域 ［略］

３４ 南平野地区地区整備計画区域 ［略］

３５ 岩槻駅東口地区地区整備計画区

域 

［略］

３６ 東岩槻６丁目地区地区整備計画

区域 

［略］

３７ 岩槻駅西口地区地区整備計画区

域 

［略］

３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計

画区域 

［略］

３９ 武蔵浦和駅第７沿道街区地区整

備計画区域 

［略］

４０ 本郷町北・吉野町南地区地区整

備計画区域 

［略］

４１ 領家１丁目地区地区整備計画区

域 

［略］

４２ 日進東地区地区整備計画区域 ［略］

４３ 浦和東部第一地区地区整備計画

区域 

［略］

４４ 南与野駅西口地区地区整備計画

区域 

［略］

４５ 武蔵浦和駅周辺地区地区整備計

画区域 

［略］

４６ 浦和駅西口南高砂地区地区整備

計画区域 

［略］

４７ 浦和西高台地区地区整備計画区

域 

［略］

４８ 大宮西部地区地区整備計画区域 ［略］

４９ 三室南宿地区地区整備計画区域 ［略］

５０ 岸町５丁目北地区地区整備計画

区域 

［略］

５１ 土屋地区地区整備計画区域 ［略］

５２ 宮前町１丁目西地区地区整備計

画区域 

［略］

５３ 沼五反田地区地区整備計画区 

域 

［略］

５４ 大谷南部地区地区整備計画区域 ［略］

宮原団地地区地区整備計画区域 ［略］

大宮駅西口第四地区地区整備計画区域 ［略］

大原１丁目弁天下地区地区整備計画区

域 

［略］

武蔵浦和駅第８―１街区地区整備計画

区域 

［略］

江川地区地区整備計画区域 ［略］

南平野地区地区整備計画区域 ［略］

岩槻駅東口地区地区整備計画区域 ［略］

東岩槻６丁目地区地区整備計画区域 ［略］

岩槻駅西口地区地区整備計画区域 ［略］

岩槻南部新和西地区地区整備計画区域 ［略］

武蔵浦和駅第７沿道街区地区整備計画

区域 

［略］

本郷町北・吉野町南地区地区整備計画

区域 

［略］

領家１丁目地区地区整備計画区域 ［略］

日進東地区地区整備計画区域 ［略］

浦和東部第一地区地区整備計画区域 ［略］

南与野駅西口地区地区整備計画区域 ［略］

武蔵浦和駅周辺地区地区整備計画区域 ［略］

浦和駅西口南高砂地区地区整備計画区

域 

［略］

浦和西高台地区地区整備計画区域 ［略］

大宮西部地区地区整備計画区域 ［略］

三室南宿地区地区整備計画区域 ［略］

岸町５丁目北地区地区整備計画区域 ［略］

土屋地区地区整備計画区域 ［略］

宮前町１丁目西地区地区整備計画区域 ［略］

沼五反田地区地区整備計画区域 ［略］

大谷南部地区地区整備計画区域 ［略］
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５５ 大谷北部地区地区整備計画区域 ［略］

５６ やつしま地区地区整備計画区域 ［略］

５７ 梅の郷地区地区整備計画区域 ［略］

５８ 三室南宿第二地区地区整備計画

区域 

［略］

５９ 日生浦和地区地区整備計画区域 ［略］

６０ 内野本郷地区地区整備計画区域 ［略］

６１ 指扇地区地区整備計画区域 ［略］

６２ グリーンクレスト岩槻地区地区

整備計画区域 

［略］

６３ 北袋町１丁目地区地区整備計画

区域 

［略］

６４ 白鍬電建地区地区整備計画区域 ［略］

６５ 大栄住宅地区地区整備計画区域 ［略］

大谷北部地区地区整備計画区域 ［略］

やつしま地区地区整備計画区域 ［略］

梅の郷地区地区整備計画区域 ［略］

三室南宿第二地区地区整備計画区域 ［略］

日生浦和地区地区整備計画区域 ［略］

内野本郷地区地区整備計画区域 ［略］

指扇地区地区整備計画区域 ［略］

グリーンクレスト岩槻地区地区整備計

画区域 

［略］

北袋町１丁目地区地区整備計画区域 ［略］

白鍬電建地区地区整備計画区域 ［略］

大栄住宅地区地区整備計画区域 ［略］

別表第２（第４条―第９条関係） 別表第２（第４条―第９条関係） 

 １～１８ ［略］  １～１８ ［略］ 

１９ 南浦和駅西口地区地区整備計画区域 １９ 南浦和駅西口地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

南浦

和駅西

口地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

する地

区 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 ・  ［略］ 

 法別表第２（

り）項第２号に

規定するキャバ

レー 

 法別表第２（

り）項第３号に

規定する個室付

浴場業に係る公

衆浴場 

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

南浦

和駅西

口地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

する地

区 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 ・  ［略］ 

 法別表第２（

ち）項第２号に

規定するキャバ

レー 

 法別表第２（

ち）項第３号に

規定する個室付

浴場業に係る公

衆浴場 

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

 ２０～２４ ［略］  ２０～２４ ［略］  

２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域 ２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

 Ａ地

区（浦

和東部

第二北

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

 Ａ地

区（浦

和東部

第二北

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に 

［ 

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

 ［ 

略］ 
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表示す

るＡ地

区をい 

う。） 

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

表示す

るＡ地 

区をい 

う。） 

 は、適用しな

い。） 

うになっ

た場合は

１０分の

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

 ［ 

略］ 
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図に表

示する

Ｂ－１ 

地区を

いう。

） 

 Ｂ－ 

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

図に表

示する

Ｂ－１ 

地区を

いう。

） 

 は、適用しな

い。） 

うになっ

た場合は 

１０分の 

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

 法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

 法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

 ［ 

略］ 

－89－



図に表

示する

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

図に表

示する 

Ｂ－２ 

地区を

いう。

） 

 は、適用しな

い。） 

うになっ

た場合は 

１０分の 

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

  法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

１５

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

 ［ 

略］ 

－90－



図に表

示する 

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

図に表

示する 

Ｃ－１ 

地区を

いう。

） 

 は、適用しな

い。） 

うになっ

た場合は 

１０分の

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

  法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｃ－

２地区

（浦和 

東部第

二北地

区地区

計画の

地区整

備計画 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

 ［ 

略］ 

－91－



図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

図に表

示する 

Ｃ－２ 

地区を

いう。

） 

 は、適用しな

い。） 

うになっ

た場合は 

１０分の 

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

  法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

  法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 ２６ 浦和東部第二中地区地区整備計画区域  ２６ 浦和東部第二中地区地区整備計画区域 

区分 ア イ ウ エ オカ

地区      

Ａ地

区（浦

和東部

第二中

地区地 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区分 ア イ ウ エオカ

地区       

Ａ地

区（浦

和東部

第二中

地区地 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

 ［ 

略］ 

－92－



区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

８） 
建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

３０

Ｂ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

 ［ 

略］ 

－93－



区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－１

地区を

いう。

） 

 Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－１

地区を

いう。

） 

 げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 Ｂ－

２地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

 ［ 

略］ 

－94－



区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ－２

地区を

いう。

） 

 げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

 ［ 

略］ 

－95－



区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

 げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

 ［ 

略］ 

－96－



区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

Ｄ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

 げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｄ－

１地区

（浦和

東部第

二中地 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

 ［ 

略］ 

－97－



区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ－１

地区を

いう。

） 

Ｄ－

２地区

（浦和

東部第 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ－１

地区を

いう。

） 

 げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｄ－

２地区

（浦和

東部第 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお 

 ［ 

略］ 

－98－



二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ－２

地区を

いう。

） 

二中地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ－２

地区を

いう。

） 

 同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 
建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

２７ 浦和東部第二南地区地区整備計画区域  ２７ 浦和東部第二南地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ 区分

地区 

ア イ ウ エオカ

－99－



Ａ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

Ａ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

８） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

－100－



Ｂ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。） 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

Ｂ地

区（浦

和東部

第二南

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

－101－



 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

 Ｃ－

１地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

－102－



 Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

 Ｃ－

２地区

（浦和

東部第

二南地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ－２

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

１０

分の

６ 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

１５

－103－



 ２８～３１ ［略］  ２８～３１ ［略］ 

３２ 武蔵浦和駅第８－１街区地区整備計画区域 ３２ 武蔵浦和駅第８－１街区地区整備計画区域

 区分 ア イ ウ エ オ カ 

地区       

武蔵

浦和駅

第８－

１街区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

する地

区 

次に掲げる用途に

供する建築物 

 法別表第２

（ほ）項第２ 

  号及び第３号、

  同表（へ）項

第２号及び第

５号並びに同

表（り）項第

２号及び第３

号に規定する

もの 

 ［略］ 

 ［略］ 

区分 ア イ ウ エ オ カ 

地区       

武蔵

浦和駅

第８－

１街区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

する地

区 

次に掲げる用途に

供する建築物 

 法別表第２

（ほ）項第２ 

  号及び第３号、

  同表（へ）項

第２号及び第

５号並びに同

表（ち）項第

２号及び第３

号に規定する

もの 

 ［略］ 

 ［略］ 

３３～３７ ［略］ ３３～３７ ［略］ 

 ３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域  ３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

Ａ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

区分

地区 

ア イ ウ エオカ

Ａ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

－104－



Ｂ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｂ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＢ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

－105－



Ｃ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＣ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｃ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＣ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

－106－



Ｄ１

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

１地区 

をいう。

） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｄ１

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

１地区 

をいう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

－107－



Ｄ２

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

２地区 

をいう。

） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

１５

Ｄ２

地区（

岩槻南

部新和

西地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＤ

２地区 

をいう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

－108－



Ｅ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＥ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

１５

Ｅ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＥ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

－109－



Ｆ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＦ地

区をい

う。） 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｆ地

区（岩

槻南部

新和西

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＦ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

４（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

１０

分の

６ 

－110－



じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

 ３９ ［略］  ３９ ［略］ 

４０ 本郷町北・吉野町南地区地区整備計画区域 ４０ 本郷町北・吉野町南地区地区整備計画区域

 区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ 

[略]  

Ｂ－

２地区

（本郷

町北・

吉野町

南地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＢ

－２地

区をい

う。）

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

い）項第３号（

共同住宅につい

ては、床面積の

合計が２５平方

メートル未満の

住戸を有するも

のに限る。）、

同表（に）項第

４号、同表（ほ

）項第２号及び

第３号、同表（

  へ）項第２号及

び第５号、同表

（と）項第３号

及び第４号並び

に同表（ぬ）項

に規定するもの

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

 区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

[略]  

Ｂ－

２地区

（本郷

町北・

吉野町

南地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＢ

－２地

区をい

う。）

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

い）項第３号（

共同住宅につい

ては、床面積の

合計が２５平方

メートル未満の

住戸を有するも

のに限る。）、

同表（に）項第

４号、同表（ほ

）項第２号及び

第３号、同表（

  へ）項第２号及

び第５号、同表

（と）項第３号

及び第４号並び

に同表（り）項

に規定するもの

  ・  ［略］ 

 ［略］ 

－111－



[略]

Ｃ－

２地区

（本郷

町北・

吉野町

南地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＣ

－２地

区をい

う。）

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

  い）項第３号（

共同住宅につい

ては、床面積の

合計が２５平方

メートル未満の

住戸を有するも

のに限る。）、

同表（に）項第

４号、同表（ほ

）項第２号及び

第３号、同表（

へ）項第２号及

び第５号、同表

（と）項第３号

及び第４号並び

に同表（ぬ）項

に規定するもの

 ・  ［略］ 

 [略] 

[略]

Ｃ－

２地区

（本郷

町北・

吉野町

南地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＣ

－２地

区をい

う。）

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

  い）項第３号（

共同住宅につい

ては、床面積の

合計が２５平方

メートル未満の

住戸を有するも

のに限る。）、

同表（に）項第

４号、同表（ほ

）項第２号及び

第３号、同表（

へ）項第２号及

び第５号、同表

（と）項第３号

及び第４号並び

に同表（り）項

に規定するもの

 ・  ［略］ 

 [略] 

４１ ［略］ ４１ ［略］ 

 ４２ 日進東地区地区整備計画区域  ４２ 日進東地区地区整備計画区域 

区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地

区（日

進東地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ａ地区

をいう。

） 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

に）項第４号か

ら第６号まで、

同表（ほ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（へ）項第 

  ３号及び第５号、

  同表（と）項第

３号（同号 、 

、 、 、 、

、 及び を

除く。）及び第

４号（令第１３

０条の９第１項

の表 項及び 

項に掲げる危険

物の貯蔵又は処

理に供するもの

を除く。）、同

表（り）項第２

号並びに同表（ 

 ［略］ 

区分

地区 

ア イ ウ エ オ カ

Ａ地

区（日

進東地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ａ地区

をいう。

） 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

に）項第４号か

ら第６号まで、

同表（ほ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（へ）項第 

  ３号及び第５号、

  同表（と）項第

３号（同号 、 

、 、 、 、

、 及び を

除く。）及び第

４号（令第１３

０条の９第１項

の表 項及び 

項に掲げる危険

物の貯蔵又は処

理に供するもの

を除く。）、同

表（ち）項第２

号並びに同表（ 

 ［略］ 

－112－



   ぬ）項第３号（

同号 、 、 

及び を除く。

）に規定するも

の 

  ～  ［略］  

［略］ 

Ｅ地

区（日

進東地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｅ地区

をいう。

） 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

に）項第４号か

ら第６号まで、

同表（ほ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（へ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（と）項第 

  ３号及び第４号、

  同表（り）項第

２号並びに同表

（ぬ）項第３号

に規定するもの 

  ～  ［略］ 

 [略] 

   り）項第３号（

同号 、 、 

及び を除く。

）に規定するも

の 

  ～  ［略］  

［略］ 

Ｅ地

区（日

進東地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｅ地区

をいう。

） 

次に掲げる用途に供

する建築物 

 法別表第２（

に）項第４号か

ら第６号まで、

同表（ほ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（へ）項第 

  ２号及び第３号、

  同表（と）項第 

  ３号及び第４号、

  同表（ち）項第

２号並びに同表

（り）項第３号

に規定するもの 

  ～  ［略］ 

 [略] 

 ４３～６５ ［略］  ４３～６５ ［略］ 

 （さいたま市埼玉県南卸売団地特別業務地区建築条例の一部改正） 

第２条 さいたま市埼玉県南卸売団地特別業務地区建築条例（平成１３年さいたま市

条例第２６１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（既存の建築物に対する制限の緩和） （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第４条 法第３条第２項の規定により前条第１項の

規定の適用を受けない建築物については、法第３

条第２項の規定により引き続き前条第１項の規定

の適用を受けない期間の始期（以下「基準時」と

いう。）を基準として、次に定める範囲内におい

て増築し、又は改築することができる。 

第４条 法第３条第２項の規定により前条第１項の

規定の適用を受けない建築物については、法第３

条第２項の規定により引き続き前条第１項の規定

の適用を受けない期間の始期（以下「基準時」と

いう。）を基準として、次に定める範囲内におい

て増築し、又は改築することができる。 
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 増築又は改築が基準時の敷地内におけるもの

であり、かつ、増築又は改築後における延べ面

積及び建築面積が基準時における敷地面積に対

してそれぞれ法第５２条第１項、第２項及び第

７項並びに法第５３条の規定に適合すること。

 増築又は改築が基準時の敷地内におけるもの

であり、かつ、増築又は改築後における延べ面

積及び建築面積が基準時における敷地面積に対

してそれぞれ法第５２条第１項及び法第５３条

の規定に適合すること。 

・  ［略］  ・  ［略］ 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 ～  ［略］ 

 汚物処理場（県南卸売団地特別業務地区

内の汚物処理に係るもので、令第１３０条

の２の３第１項第２号に掲げる規模以下の

もの） 

 ～  ［略］ 

 汚物処理場（県南卸売団地特別業務地区

内の汚物処理に係るもので、令第１３０条

の２第１項第２号に掲げる規模以下のもの

） 

 （さいたま市与野カーディーラー通り特別用途地区建築条例の一部改正） 

第３条 さいたま市与野カーディーラー通り特別用途地区建築条例（平成１３年さい

たま市条例第２６２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の制限の緩和） （建築物の制限の緩和） 

第５条 ディーラー通り特別用途地区内においては、

 法第４８条第１０項の規定にかかわらず、自動車

修理工場を有する建築物で作業場の床面積の合計

が１，５００平方メートルを超えないものは、当

該建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこ

れらの用途に供することができる。 

第５条 ディーラー通り特別用途地区内においては、

 法第４８条第９項の規定にかかわらず、自動車修

理工場を有する建築物で作業場の床面積の合計が

１，５００平方メートルを超えないものは、当該

建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれ

らの用途に供することができる。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

公布の日から施行する。 

 第１条中別表第１の改正 

 第１条中別表第２ ２５ 浦和東部第二北地区地区整備計画区域の表、２６ 

浦和東部第二中地区地区整備計画区域の表、２７ 浦和東部第二南地区地区整備
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計画区域の表及び３８ 岩槻南部新和西地区地区整備計画区域の表の改正 

 第２条の規定 
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